
  各 表 の 説 明 
 

・各表は、「令和７年地方公務員給与実態調査」等を基に取りまとめたものである。 

・調査期日は、令和７年４月１日である。 

 

第１表 職員数に関する調 

（１）全職員 

１ 本表は、一般職に属する職員（再任用・勤務延長職員及び休職・停職者等を含む。以下、第２表から第７表までにおいて同じ。）について、調

査したものである。 

２ 「一般職員」とは、「教育公務員」及び「臨時職員」以外の職員をいう。 

３ 「教育公務員」とは、教育公務員特例法の適用又は準用を受ける職員のうち、県費負担教職員を除いた者をいう。 

４ 「技能労務職員」とは、地方公務員法第 57条に規定する単純な労務に雇用される者をいう。 

５ 「臨時職員」とは、一般職に属する臨時的任用職員のうち、常時勤務に服することを要する職員について定められている勤務時間以上勤務し

た日（法令の規定により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。）が 18日（１月間の日数が 20日に満たない日数の場

合にあっては、18 日から 20 日と当該日数との差に相当する日数を減じた日数）以上ある月が令和７年４月１日現在において引き続いて 12月

を超える職員をいう。 

（２）普通会計関係 

１ 本表は、「全職員」のうち給料が普通会計から支給されている職員にかかるものである。 

２ 職員の会計区分は、別表１による。 

（３）一般行政関係 

本表は、「消防関係」、「教育関係」又は「公営事業会計関係」のいずれにも該当しない機関又は施設等に勤務する職員にかかるものである。 

（４）消防関係 

本表は、市町村の消防本部、消防署及び消防団に勤務する職員にかかるものである。 

（５）教育関係 

本表は、教育委員会の事務局、学校その他の教育機関及び施設に勤務する職員のうち、県費負担教職員を除いた職員にかかるものである。 

（６）公営事業会計関係 

本表は、別表１の公営事業会計関係の欄に掲げる事業に勤務する職員にかかるものである。 

 

第２表 部門別職員数に関する調 

１ 本表は、第１表の職員のうち一般行政関係、消防関係及び学校以外の教育関係の職員の部門別内訳である。 

２ 「本庁」欄は、地方自治法第４条に規定する事務所（市役所・町村役場）に勤務する職員数を記載したものである。 

３ 「施設」欄は、地方自治法第 244条に規定する公の施設及び試験研究機関等に勤務する職員数を記載したものである。 

４ 「その他」欄は、地方自治法第 155条に規定する支所・出張所及び同法第 156条に規定する行政機関のほか出先機関、指定都市の区役所に勤

務する職員数を記載したものである。 

（１） 



第３表 年齢別職員数に関する調 
     １ 本表は、第 1表に記載された職員について、別表２の職種区分により区分し、全職種（全職員）、一般行政職及び技能労務職の３種を収録した

ものである。 
     ２ 年齢区分は、令和７年４月１日現在の満年齢による。 
 
第４表 一部事務組合職員数に関する調 

１ 本表は、専任職員を置く一部事務組合の職員数について調査したものである。 
２ 「一般職員」、「技能労務職員」及び「臨時職員」については、第１表の説明による。 

第５表 職種別職員数及び給与月額に関する調 
１ 本表は、別表２の職種区分により区分し、全職種（全職員）、一般行政職及び技能労務職について、給料及び各種手当の支給職員数及び支給月

額を調査したものである。（ウェブサイトでの公表にあたっては、個人が特定されるおそれがあるため、全職種（全職員）のみ公表している。） 
２ 「給料」、「扶養手当」、「地域手当」、「住居手当」、「通勤手当」、「在宅勤務等手当」、「特殊勤務手当」の支給月額は、１に記載された職員が令

和７年４月分（「特殊勤務手当」については、４月実働分）として受けるべき額について、その総額及び１人当たり平均額を記載してある。こ
の場合、休職、停職等により給料又は各種手当を減額されている場合であっても、その者に本来支給されるべき額により記載している。また、
「基本給」とは、「給料」、「扶養手当」及び「地域手当」を合計した額である。 

第６表 初任給基準に関する調 
１ 本表は、条例又はこれに基づく規則等により定められている初任給基準額及び規則等による採用日と同日の昇給期間の短縮について調査した

ものである。 
２ 学歴の区分は、人事院規則９－８（初任給、昇格、昇給等の基準）別表第３学歴免許等資格区分表等の基準学歴による。 

 

第７表 諸手当に関する調 
  本表は、令和７年４月１日現在における諸手当の支給対象、支給額等を調査したものである。 

 

第８表 給与水準に関する調 

１ 本表は、一般行政職について令和７年及び令和６年のラスパイレス指数を算出したものである。 

２ 市町村の平均ラスパイレス指数は、学歴別、経験年数別の区分ごとに県内市町村の合計職員数及び平均給料（職員数による加重平均）を求め、 

国とラスパイレス比較を行うことにより求めるものであり、各市町村のラスパイレス指数の単純平均ではない。 

 

第９表 採用職員数に関する調 

１ 本表は、令和７年４月１日に採用した一般職に属する常勤の職員（再任用職員等を除く。）について調査したものである。 

２ 「一般職員」とは、上記 1の職員のうち「教育公務員」以外の職員をいう。 

３ 「教育公務員」とは、「学校関係」の「教育公務員」の職員をいい、県費負担教職員は含まない。 

 

（２） 



 

第 10表 特別職職員等の給料（報酬）額に関する調 

１ 本表は、市町村長、副市町村長、教育長、議長、副議長及び議員の給料又は報酬について令和７年４月１日現在で調査したものである。 

２ 適用年月日は、市町村長及び議長に関するものである。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（３） 



（別表１）
（１） 一 般 行 政 職 （２）以下のいずれにも該当しない職員

１ 普通会計関係 （２） 税 務 職 国の税務職俸給表の適用を受ける者に相当する職員
（企業職の職員を除く。）

① 水道事業（簡易水道事業を除く。） （３） 海 事 職 （ 一 ） 国の海事職俸給表（一）の適用を受ける者に相当する職員
② 工業用水道事業 （企業職の職員を除く。）

（１） 公営企業 ③ 交通事業（軌道事業、自動車運送事業、鉄道事業） （４） 海 事 職 （ 二 ） 国の海事職俸給表（二）の適用を受ける者に相当する職員
会計関係 ④ 電気事業 （企業職の職員を除く。）

⑤ ガス事業 （５） 研 究 職 国の研究職俸給表の適用を受ける者に相当する職員
⑥ （企業職の職員を除く。）

（６） 医 師 ・ 歯 科 医 師 職 国の医療職俸給表（一）の適用を受ける者に相当する職員

（企業職の職員を除く。）
① 簡易水道事業 （７） 薬剤師 ・医療技術職
② 船舶運航事業
③ 電気事業（地方公営企業法の適用を受けずに特別会計を設置しているものに限る。）
④ （８） 看 護 ・ 保 健 職 国の医療職俸給表（三）の適用を受ける者に相当する職員

（企業職の職員を除く。）
（２） そ の 他 ⑤ （９） 福 祉 職 国の福祉職俸給表の適用を受ける者に相当する職員

公営企業 （企業職の職員を除く。）

会計関係 （１０） 消 防 職 消防吏員及び常勤の消防団員

⑥ （１１） 企 業 職 地方公営企業等の労働関係に関する法律第３条第４号に規定する職員
（１２） 技 能 労 務 職 国の行政職俸給表（二）の適用を受ける者に相当する職員

⑦ 市場事業 （企業職の職員を除く。）
⑧ と畜場事業 （１３） 第一号任期付研究員

⑨
観光施設事業（休養宿泊施設事業、索道事業（ロープウェイ、スキーリフト等）及びその他観
光事業）

⑩ 宅地造成事業（住宅造成事業、臨海土地造成事業、その他造成事業） （１４） 第二号任期付研究員
⑪ 有料道路事業（観光地有料道路事業を含む。）

⑫ 駐車場整備事業（観光地駐車場整備事業を含む。） （１５） 特 定 任 期 付 職 員
一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律第７条第１項に規
定する俸給表の適用を受ける者に相当する職員

⑬ 介護サービス事業（指定介護５施設（指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設、老人短
期入所施設、老人デイサービスセンター、指定看護ステーション）に限る。） （１６） 大 学 （ 短 大 ） 教 育 職 国の教育職俸給表（一）の適用を受ける者に相当する職員

⑭

（１７） 高等（特別支援・専修・
① 公立大学付属病院事業（普通会計に属する職員は除く。） 各 種 ） 学 校 教 育 職
② 収益事業（競馬、競輪、モーターボート競走、小型自動車競走及び宝くじの各事業）
③ 国民健康保険事業（直診勘定に係る医療法第１条の５に規定する病院を除く。）

（３） そ の 他 ④ 老人保健医療事業
事業関係 ⑤ 農業共済事業

⑥ 交通災害共済事業（地方公共団体が条例等により直接行うもの。）
⑦ 介護保険事業 （１８） 小 ・中学校（幼稚園）
⑧ 後期高齢者医療事業 教 育 職

（１９） 高等専門学校教育職

（２０） そ の 他 の 教 育 職

（２１） 警 察 職 国の公安職俸給表（一）の適用を受ける者に相当する職員

（２２） 臨 時 職 員

（２３） 特 定 地 方 独 立
行 政 法 人 職 員

（２４） 特 定 地 方 独 立 行 政
法 人 臨 時 職 員

（４）

地方独立行政法人法第２条第２項に定める特定地方独立行政法人に勤務す
る職員（（24）に該当する職員を除く。）

一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律（平成16年法律
第136号）第１条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律（昭
和25年法律第95号。以下「旧給与法」という。）別表第６の教育職俸給表（二）
の適用を受ける者（人事院規則９－２－４８による改正前の人事院規則９－２
（以下「旧規則」という。）第９条第２号及び第３号に規定する者を除く。）に相当
する職員及び特殊学校・専修学校・各種学校に勤務する職員で教育に従事
することを本務とする職員

地方独立行政法人法第２条第２項に定める特定地方独立行政法人に勤務す
る職員のうち（22）に規定する臨時職員に該当する職員

国の教育職俸給表（二）の適用を受ける者（旧規則９－２第10条の２第１号に
規定する者に限る。）に相当する職員

教育公務員特例法第２条第５項に規定する指導主事（充て指導主事を除く。）
及び社会教育主事

一般職に属する臨時的任用職員のうち、常時勤務に服することを要する職員につ
いて定められている勤務時間以上勤務した日（法令の規定により、勤務を要しない
こととされ、又は休暇を与えられた日を含む。）が18日（１月間の日数が20日に満た
ない日数の場合にあっては、18日から20日と当該日数との差に相当する日数を減
じた日数）以上ある月が令和７年４月１日現在において引き続いて12月を超える職
員

旧給与法別表第６の教育職俸給表（三）の適用を受ける者に相当する職員
（枠外教員を含む。）（特別支援学校で教育に従事する職員を除く。）

２に掲げる以外の職員
会計区分

下記の事業に係る職員

対　　　　象　　　　範　　　　囲

下記の事業に係る職員（上記（１）⑥に該当する事業を除く。）

下記の事業に係る職員

上記事業のほか、地方公営企業法第２条第３項の規定に基づき条例又は規約の定めるとこ
ろにより、同法第４章（職員の身分取扱）の規定が適用される事業

下水道事業（公共下水道事業（特定公共下水道事業及び特定環境保全公共下水道事業を
含む。）、流域下水道事業、農業集落排水事業、漁業集落排水事業、林業集落排水事業、
簡易排水事業、小規模集合排水処理事業、特定地域生活排水処理事業及び個別排水処
理事業）

病院事業（原則として医療法第１条の５に規定する病院を運営する事業。ただし、公立大学
附属病院等の主として一般行政上の目的から経営している病院を除く。）２

　
公
　
営
　
事
　
業
　
会
　
計
　
関
　
係

港湾整備事業（埋立事業並びに荷役機械、上屋、倉庫、貯木場及び船舶の離着岸を補助
するための船舶を使用させる事業に限る。）

その他、地方公営企業法第２条第３項の規定に基づき条例又は規約の定めるところにより、
同法の財務規定等のみを適用している事業

国の医療職俸給表（二）の適用を受ける者に相当する職員及び獣医師（獣医
師としての資格を有し、保健所、家畜保健衛生所等において現実に獣医師と
しての本来の業務に従事している職員に限る。）（企業職の職員を除く。）

任期付研究員法第６条第２項に規定する俸給表の適用を受ける者に相当する
職員

したがって、一般職員のうちの教務職員（昭和32年人事院指令９－56第１項第
１号に規定する者に準ずる職員）が含まれるものであること。

（別表２）

一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律（以
下「任期付研究員法」という。）第６条第１項に規定する俸給表の適用を受ける
者に相当する職員


